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 平成２７年11月、徳島県鳴門市の野鳥の糞から、 
低病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N3）が検出されました。 
冬の渡り鳥シーズンに入りましたので、注意をお願いします。 

鳥インフルエンザにご注意！ 

鳥インフルエンザウイルスは、非常に伝染力が強いので、 
発生した場合は、迅速な対応が大切です。 

１ 異常家きんの早期発見・通報をお願いします。 
  同一家きん舎内で、１日の死亡率が、遡って21日間の平 
  均死亡率の２倍以上となった場合、直ちに家畜保健衛生 
  所に通報しましょう。 
 

２ 飼養衛生管理基準を守りましょう。 
（１）野生鳥獣の家きん舎への侵入防止対策（接触防止！） 
   防鳥ネットや網の破損部位は早急に修繕しましょう。 
（２）関係者以外の家きん舎への立ち入りは制限し、農場に 
   おける消毒を徹底しましょう 
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ウイルスの侵入防止に 
努めましょう！ 


